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１

新型コロナウイルス影響下の支援策について

世界保健機構（ＷＨＯ）が「新型コロナウイルス感染症

の流行は長期化する」との予測を発表した。収束の見通し

が立たないまま、「新しい生活様式」を定着させる社会活動

や経済活動が活発化している。本市は『助けがなかったら

生きていけない人は全力で守る』という基本理念に基づき、

生活困窮者の救済を最優先に、様々な感染症対策に取り組

んできた。今後は若者や中間所得層など、社会生活の基盤

を支えている人々への支援も後押しをし、コロナ禍の困難

に直面している市民を取り残さないよう求めたい。

また「新しい生活様式」に示される、多様な暮らしの変

化に即した行政サービスを速やかに整備する必要があると

考え見解を伺う。

⑴ 子育て支援について

ア 中間所得層を含めた多くの保護者が子育て支援を市

に求めている。進学等を控え、家計負担が増大する高

校生世代が、親の所得に影響されず等しく安心して医

療を受けられるよう、医療費助成制度の対象年齢を１８

歳まで拡充しないか。



イ 全国保育協議会が行った調査では、保育士の９割が

「３密が避けられず、感染リスクが高い」事をストレ

ス要因に抱えている事が明らかとなった。また、約７

割が「衛生用品の不足による業務量増加」を挙げてい

る。長期的な人材確保の観点からも、感染リスクと闘

いながら、ストレスフルな勤務を遂行している保育施

設、児童クラブ等の従事者に対して感謝の意を表す慰

労金の支給を検討しないか。

⑵ 雇用を守る支援について

非正規雇用の世帯主、若年層、シングルマザーへの雇

い止めや派遣切りが増加し続けているが、市民への実態

調査は行ったか。また、本市のコロナ禍影響下の雇用状

況をどのように分析し、対応しているのか伺う。

⑶ ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政手続きについ

て

ア 市税や保育料のスマートフォン決済を可能にし、非

接触型納付を推進しないか。

イ 保育園や児童クラブ入所の電子申請を整備し、手続

きの簡素化と保育士の負担軽減を図らないか。

ウ 「新しい生活様式」に対応するため、介護や福祉分野

では、ロボット技術やＩＣＴ等の導入を用いたケアモ

デルの支援や、個人の健康データの利活用の推進等を

図り、健康寿命の延伸につなげていくべきと考える。

こうした課題に対する、市の見解を伺う。

⑷ 災害対策について

ア 避難をする際、必ずしも避難所に行く必要はないた

め、避難生活が必要な市民には、あらかじめ親戚や知

人の家等への避難を検討するよう周知しておく必要が

ある。その上で、分散避難により災害物資の届け先が

増えるため、市がどのように対応する考えかを伺う。

イ 発熱や咳等の症状が出た避難者の病院移送が難しい

場合が想定される。避難所の生活環境を良好に保つに

は、感染症を発症した可能性のある避難者と一般避難

者とのゾーン、動線を分け、個室などの専用スペース

を確保し、専用トイレの準備も必要になる。どのよう

な計画かを伺う。



:

ウ 新型コロナウイルス感染症の影響が広がる現下の状

況を踏まえて、感染症対策に万全を期すことが重要と

なっている。避難所の収容人数は、過密状態を防止す

るため、あらかじめ指定した指定避難所以外の避難所

を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り、

多くの避難所の開設を図る必要がある。コロナ禍にお

ける避難所開設の実施訓練をすべきと考えるが、市の

計画はどのようか。

エ 新型コロナウイルス感染症防止策に関連した火災が

増加している。本市の過去５年間の火災発生状況は、

平均年１３件以上にのぼり、負傷者が毎年３人以上出

ている。損害額は約３，０００万円に上る年もあり、

地震や風水害等の自然災害よりも、火災は市民にとっ

て、身近な災害となり得る。市内の至る所に屋外消火

栓が設置されているが、初期消火活動に市民が使用で

きる事は殆ど知られていない。特に巨大地震の発災時

には、大規模火災が起こる可能性が高い。平時に限ら

ず、地震で起こる火災に備えるためにも、市民による

初期消火訓練の実施を推進すべきだと考えるが、市の

見解を伺う。


